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                   地質調査資料の整備について（通知）

  このことについて、種々の事業において調査されている貴重な地質調査
資料を、地質データシステムとして系統的に整理・加工し、将来に向け広
く活用していくこととしましたので、下記のとおり通知します。

                                   記
                                   
１  整備する資料
  地質調査資料管理台帳、地質調査資料登録様式
２  対象構造物
  平成４年度以降調査する全ての地質調査資料
３  地質調査資料責任者の設置
  作成責任者：各事務所に１名（責任者名を当該年度４月３０日まで
              に管理課へ提出すること）
  保管責任者：土木部管理課で保管
４  整備方法（別添参照）

 



５  資料の提出
    当該年度の地質調査資料を取りまとめのうえ、次年度４月３０日ま
  でに、作成責任者が管理課へ提出すること。




